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【建設業者の社会保険未加

入は危ない】

昨今、社会保険の保険料と給

付のバランスについてあれこれ

議論がされていますが、これは

主に厚生労働省的視点でなされ

ることが多いものです。一方、

国土交通省では、それとは別の

視点で建設事業者の社会保険未

加入対策に本腰を入れるようで

す。

ルールを守ってしっかり加入

している事業者には影響ありま

せんが、そうではない事業者に

は淘汰の嵐が吹き荒れそうです。

【高年齢者の継続雇用のた

めの給付金】

60歳以上65歳未満、雇用保

険に5年以上入っている方を継

続雇用し、60歳時点の賃金よ

り75％未満に低下した場合、

その低下率に応じて給付金が支

給されます。

（例）

60歳時点の賃金が30万円

60歳以後の賃金が18万円（6

0％）に低下した場合

18万円の15％に相当する2万

7千円が支給されます。

該当する場合には、申請漏れ

のないようにしっかりいただき

ましょう。

【マイカー通勤の非課税限

度額の変更】

来月から片道15km以上のマ

イカー通勤手当の非課税限度額

の特例が廃止されます。該当す

る場合は、国税庁HP等で詳細

を確認し、給与計算のルールへ

反映させる必要があります。

【12月の事務予定】

・12月決算法人期末実地棚卸

・9月決算建設業決算変更届

・10月決算法人確定申告＆納税

・4月決算法人中間申告＆納税

・年末調整

・大掃除

Ｑ．ピスト（ブレーキのない

競技用自転車）に乗っていて

検挙された人がいたようです

が、たかが自転車で厳しいで

すね？

A．一般的に交通違反では、

青キップ→赤キップ→正式裁

判の順に罰が重くなります。

今回の事件では赤キップを経

て正式裁判のうえ罰金刑が確

定したわけですが、赤切符を

2回切られても事実上無視し

たのでかなり悪質な事件です。

青キップは刑罰ではなく、

反則金を支払えばそれ以降罪

に問われることはありません。

一方、赤キップは略式手続き

で罰金刑となる立派な（？）

刑罰です。ちなみに、自転車

には青キップの制度はなく、

いきなり赤キップからスター

トします。

自転車だからといってなめ

ていると、前科者になってし

まうこともあるので、交通ルー

ルはしっかり守りましょう。

平成24年1月号の当新聞は

休刊とさせていただきます。
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【税金でモノを買う】

法人が設備投資に代表され

るようなモノを買う場合、個

人で買うのとは違ったお金

（価値）の動きがあります。

例えば利益が100万円出て

いるとしましょう。①何もし

なければ税率が30％として3

0万円の税金を支払うことに

なります。②ここで50万円の

モノを買って経費に計上した

場合、利益は50万円になって

税金の支払いは15万円になり

ます。50万円のモノが実質3

5万円（30％引き）で買えた

ことになります。整理すると、

①の場合

100万円－30万円＝70万

円で、手元に残るのは現金70

万円

②の場合

100万円－50万円－15万円

＝35万円で、手元に残るのは

現金35万円と50万円のモノ

手元に残る価値は70万円から

85万円に増えます。

ただし、ここでの結論は利

益が出たらモノを買えといっ

ているのではありません。ま

ず、支払い税金を減らすため

に買ったモノが本当にその価

値があるということが絶対的

な前提条件になります。単な

る無駄使いでは、結局のとこ

ろ手許現金が減るだけで、ま

ともに税金を払ったほうが金

持ちになるということです。

世間でよくある「経費で落

とせるから」という発想は、

実質的に税率分だけ個人で買

うより値引きを受けられると

いうメリットがある反面、資

金の流出が起こるというデメ

リットも併せ持っています。

しかも、会社が赤字であれば

メリットは何もなく、デメリッ

トだけが拡大されることにな

ります。

会社というものはしっかり

利益を出し、それに付随する

税金を支払って現金を残すと

いう基本を忘れないようにし

ましょう。
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法務会計事務所とは？

・予防法務（問題が起こる前の対策）

・戦略会計（経営に役立つ会計）

・マネジメント（経営支援）

これらを駆使し、総合的にサポートす

る行政書士事務所です。

〒672-8043

姫路市飾磨区上野田2-1

田中ビル2階

TEL 079-243-1231

FAX 079-243-1233

nakagawa@assist-ltd.co.jp

ワンストップ「経営・生活」サポーター

行政書士・中川法務会計事務所


